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健 年 以上 未満

標準報酬月額 報酬月額
健康保険 厚生年金

（坑内員・船員除く）介護なし
5.085％
R6.3～

介護あり
5.885％
R6.3～

介護のみ
0.800％
R6.3～

9.150％
R2.9～

○健康保険料率 101.7/1000　介護保険料率 16/1000　年金保険料率 183.00/1000　子ども・子育て拠出金率 3.6/1000
○保険料は事業主と被保険者が折半で負担（児童手当拠出金については事業主が全額負担）
○納入告知書の保険料額については、被保険者個々の保険料額を合算した金額となり、その合算額に円未満の端数がある場合
　には、端数を切り捨てた額となります。
○被保険者負担分に円未満の端数がある場合
①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切捨てし、51銭以上の
　場合は切り上げして１円となります。
②被保険者が被保険者負担分を事業主の方へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切捨てし、
　50銭以上の場合は切り上げして１円となります。
　（注）①②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することができます。
○令和５年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、300,000円です。
※賞与にかかる保険料は支給額から1000円未満の端数を切り捨てて保険料率を乗じた額となります。
※賞与の上限は健康保険：年間573万円まで（年度ごと）、厚生年金：150万円（１ヶ月あたり）となります。
※令和２年９月より厚生年金の等級の上限が変更となり、新たに32等級（650千円）が設けられました。

保険料月額表〈被保険者負担分　単位：円〉　　　   令和6年3月から適用
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令和６年12月の健康保険証廃止以降の取扱い 制度改正後の医療期間等受診方法

（参考）マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較
〈協会において発行する資格確認書のイメージ〉

○当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに資格確認書を申請によらず交付
　　⇒加入者全員にマイナ保険証又は資格確認書を交付
○資格確認書の有効期間は5年以内で保険者が設定（更新あり）

○当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに申請によらず交付
　　⇒加入者全員にマイナ保険証又は資格確認書を交付
○マイナ保険証を保有していても申請により資格確認書が交付された要配偶者につい
て、継続的に必要と見込まれる場合には、更新時に申請によらず交付
○一度登録した後も、マイナ保険証の利用登録の解除を可能とし、資格確認書を交付

対象者・交付方法

○現行の保険証の発行実務等（被用者保険の平均加入
期間等）を踏まえつつ、不正使用等を防止
　　⇒5年以内で保険者が設定（更新あり）
○様式も、現行の実務・システムを活用
　　⇒サイズ：カード型（はがき型を含む）
　　　材　質：紙、プラスチック

●材質・サイズ・形状は健康保険証と同様（プラスチック製・カード型）です。
●有効期間は４～５年です。
※1年単位の発行期間を設定し、発行期間ごとに同一の有効期限を設定するため、発行時期によっ
て有効期限は４～５年になります。

●資格確認書の記載事項は以下のとおりです。

・記号・番号
・枝番
・氏名（漢字、フリガナ）
・被保険者氏名
・生年月日
・本人・家族区分
・被保険者／被扶養者
・性別
・ＱＲコード

・住所
・備考欄（性同一性障害の方向けの性別対応は備考欄に記載予定）
・注意事項欄
・臓器提供意思表示欄

※高齢受給者証等証明書の情報を現行同様、別証として発行する
ため資格確認書には負担区分を記載しない

※船員保険においては、発行業務等が健康保険側と異なることか
ら、識別番号、QRコード、支部名を券面情報に記載しない

・資格取得年月日
・交付年月日
・有効期間の終期（有効期限）
・保険者名称・支部名
・保険者番号　　　　　　（～など）
・保険者所在地
・公印
・旧姓（併記申請があった場合）

有効期間等

記載事項

表
面

裏
面

〈レイアウトイメージ〉

健康保険証

制度改正日
（R6.12.2）

経過措置期間終了
（R7.12.1）

①

マイナ保険証②

資格確認書
※有効期限5年の予定

③

マイナポータル（スマホ）
＋

マイナンバーカード
④

資格情報のお知らせ
＋

マイナンバーカード

名称

マイナ
保険証

資格
確認書

資格情報の
お知らせ

①

②

③

形状 取得方法 使用目的 使用方法

⑤

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4受診方法

令和6年 令和7年 令和8年

※経過措置期間終了後
　使用不可
※経過措置期間終了後
　使用不可

※制度改正後使用可能※制度改正後使用可能

※制度改正後使用可能※制度改正後使用可能

※制度改正後使用可能※制度改正後使用可能

マイナンバーカード
マイナンバーカードの
入手後、マイナンバー
カードの保険証利用登
録を行う

カードリーダーが設
置されている医療
機関を受診すると
き

医療機関に設置さ
れているカードリー
ダーで読み取り

●資格取得時等に申請
●マイナ保険証をお
持ちでない方に職
権で発行

マイナ保険証をお
持ちでない方が医
療機関を受診する
とき

医療機関に提示

●資格取得時に送付
　（申請不要）
（マイナポータルから
確認できる「わたしの
情報」でも代用可能）
●既加入者には本年9
月に送付予定

カードリーダーが使
えない場合に医療
機関を受診すると
き

マイナ保険証と資
格情報のお知らせ
の両方を医療機関
に提示
（資格情報のお知らせ
のみでは受診不可）

従来の健康保険証と
同じプラスチックカー
ド型（色は黄色）

紙製カード型


